
「美祢市立病院ＲＰＡ導入運用支援業務」に係る事業者の募集について  

 

「美祢市立病院ＲＰＡ導入運用支援業務」に係る事業者を、次のとおり募

集する。 

 

令和７年 12 月 26 日 

 

美祢市病院事業管理者   清水 良一 

 

「美祢市立病院ＲＰＡ導入運用支援業務」に係る公募型

プロポーザル実施要領（案）  

 

美祢市立病院（以下「本院」という。）が実施する「美祢市立病院ＲＰＡ

導入運用支援業務」（以下「本業務」という。）について、公募型プロポー

ザル方式により受託候補者を選定するに当たり、必要な事項を次のとおり定

める。 

 

１ 趣旨 

本院における定型的業務にＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメ

ーション）を活用し、業務の効率化および人為的ミスの予防を図るととも

に、職員が本来業務に専念できる環境を整備することを目的として、本業

務の受託候補者を公募するものである。  

 

２ 業務名 

美祢市立病院ＲＰＡ導入運用支援業務 

 

３ 履行期間 

契約締結の日から令和８年３月 31 日までとする。  

※   システムの利用は、令和８年２月からを想定。  

なお、令和８年４月１日以降の利用については、改めて契約を締

結する。  

 

４ 事業費（上限額） 

本業務に係る委託料の上限額は、 1,738 千円（税込）とする。  

 

５ 応募資格 

本プロポーザルに応募できる者は、次の要件をすべて満たす者とする。  



(1) 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）及び地方自治法施行令（昭和

22 年政令第 16 号、以下「政令」という。）を遵守すること。  

(2) 地方自治法施行令第 167 条の４に規定する一般競争入札の参加制限

に該当しない者であること。  

(3) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申し

立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に

基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。  

(4)  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律〔平成３

年法律第 77 号〕第２条第２号の規定によるもの）、又は暴力団の構成

員、暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者が経営運

営に、関係しない者であること。  

(5)  情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制

度の認証またはプライバシーマークの付与認定を受けていること。  

(6) 次に掲げるＲＰＡ導入実績に関する要件をすべて満たすこと。  

ア  山口県内の医療機関において、ＲＰＡ導入支援の実績を有するこ

と。 

イ  電子カルテシステム「ＭＩ・ＲＡ・Ｉｓ（ミライズ）」を採用し

ている医療機関において、当該システムと連携したＲＰＡ導入支援

の実績を有すること。  

ウ 病床数 100 床以上の医療機関において、複数件のＲＰＡ導入支援実

績を有すること。  

 

６ 募集期間等  

プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。  

№ 項  目 日時または期限等  

１ プロポーザル公募開始  決裁後速やかに  

２ 質問書の受付期限  令和８年１月 13 日（火）  

３ 質問への回答期限  令和８年１月 19 日（月）  

４ 参加申込書の提出期限 令和８年１月 26 日（月）  

５ 企画提案書の提出期限  令和８年２月９日（月）  

６ ヒアリング審査(プレゼン) 令和８年２月 19 日（木） 

７ 選定、非選定通知  令和８年２月 25 日（水） 

※   新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、変更する

可能性があります。  

  



７ 質問及び回答  

本プロポーザルに関する質問は、参加申込及び企画提案に関する提出書

類及び業務実施に関する事項に限ることとし、評価及び審査に関する質問

や提案内容に関する質問は受け付けない。  

(1) 提出期限  

令和８年１月 13 日（火） 17 時まで  

(2) 提出先  

本実施要領 15 に記載 

(3) 提出方法  

電子メールにて質問書（様式第７号）を提出すること。  

※  質問した場合は、必ず電話等で送信した旨を伝え、美祢市立

病院事務部管理班（以下、「管理班」という。）まで着信した

ことを確認すること。  

※ 電話又は口頭による質問は受け付けない。  

(4) 回答方法  

質問に対する回答は、集約したうえで、質問者名を伏せて令和８年

１月 19 日（月）までに病院事業局ウェブサイトに掲載する。  

なお、質問書に対する回答は、回答の内容に応じて、本実施要領の

修正と見なす。  

 

８ 提出書類 

(1) 参加申込提出書類 

プロポーザルへの参加を希望する事業者は、本実施要領、仕様書及

び美祢市財務規則等の各規定を理解した上で、次の書類を提出するこ

ととする。 

ア 参加申込書（様式第１号）  

イ 会社概要（様式第２号）  

※  財務諸表（直近３期分）及び情報セキュリティマネジメント

システム（ＩＳＭＳ）認証書又はプライバシーマーク登録証の

写しを添付  

ウ 実績一覧表（様式第３号）  

   山口県内医療機関へのＲＰＡ導入実績 

   電子カルテ「ＭＩ・ＲＡ・Ｉｓ」採用医療機関への導入実績  

   100 床以上医療機関における導入実績（施設名、病床数、導入

内容が分かるように記載すること。）  

エ 暴力団排除に関する誓約書（様式第４号）…１部  

オ 業務実施体制表（様式第５号）…１部  

カ 委任状（様式第６号）…１部  



キ 印鑑登録証明書（発行後３ヶ月を超えないもの）  

ク 国税及び地方税※に滞納がないことの証明書（発行後３ヶ月を超え

ないもの）  

※  地方税については、県・市内に営業所がなく納税義務がな

い場合は不要  

ケ 履歴事項全部証明書（発行後３ヶ月を超えないもの）  

(2) 提出期間  

令和８年１月５日（月）から令和８年１月 26 日（月）まで 

(3) 提出先及び方法 

事務部 管理班へ持参又は郵送で提出すること。  

持参の場合は、９時から 17 時まで（土･日曜日、祝日を除く）に提出

すること。 

 

９ 参加資格要件の確認  

(1)  参加申込書を受理した全ての者を対象として、実施要領等に適合し

ているかどうかについて、管理班において、事前審査を行い、その結

果を「美祢市病院等事業における業務委託等運営事業者選定委員会設

置要綱」（以下「選定委員会」という。）に報告する。  

選定委員会は、報告された事前審査の結果に基づき審査し、上記要

件に適合しないと判断された者は失格とする。  

なお、その結果を、令和８年２月３日（火）までに参加申込者へ通

知する。 

(2)  参加要件確認の結果、参加資格を有すると認められた者に対しては、

企画提案書等の提出の要請を行うとともに、ヒアリングの日時等につ

いて通知する。  

(3)  参加要件確認の結果、参加要件を満たさなかったものに対しては、

その旨及びその理由を書面で通知する。  

 

10 企画提案書の提出 

(1) 提案書（Ａ４、形式自由）  

業務受託にあたって、事業者が持つＲＰＡ導入、運用支援業務に関

する幅広い見識を活かした提案とし、併せて次の内容についても盛り

込むこと。  

   提案方針、導入、運用支援体制  

   仕様書に掲げる各業務に対する具体的提案内容  

   スケジュール案  

   想定されるリスクとその対応策  

   その他病院等事業をサポートするにあたっての提案  



(2) 見積書（任意様式） 

内訳金額（月額及び年額等）がわかるようにすること。  

(3) 書類作成上の留意事項  

文字サイズは、10 ポイント以上とする。ただし、図表中に使用する

文字についてはこの限りでない。  

また、企画提案書評価者が、特段の知識を有しなくても評価が可能

な提案書を作成すること。  

なお、やむを得ず専門用語を使用する場合については、一般用語を

用いて脚注を付記すること。  

(4) 提出部数  

６部 

(5) 提出期限  

令和８年２月９日（月）17 時まで  

(6) 提出先  

本実施要領 15 に記載 

(7) 提出方法  

令和８年２月９日（月）までに郵送（提出期日必着）または持参と

し、郵送の場合は、書留郵便又は特定記録郵便に限ることとする。持

参の場合は、土日祝日を除く、平日の９時から 17 時までとする。  

 

11 選定方法・評価基準  

(1) 選定方法  

実施要領９の審査の結果、選定対象となった事業者に必要に応じプ

レゼンテーションを実施させ、次の方法で業務受託事業者を決定する。 

また、参加資格を有すると認められた企画提案者が１者のみであっ

た場合であっても、本院は、提案内容及び価格の妥当性等を確認する

ため、原則として、ヒアリング審査（プレゼンテーション）を実施す

る。 

ただし、新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、変更す

る可能性がある。  

なお、災害その他やむを得ない事情により実施が困難な場合は、書

面審査により代えることがある。  

ア 実施予定日  

令和８年２月 19 日（木） 14 時から  

イ 出席者 

出席人数は、４人以内とする。  

ウ 実施方法  



( ｱ )  説明は、事前に提出された企画提案書等のみで行うものと

する（提出された企画提案書のみプロジェクターで投影可）。  

(ｲ) 一提案者につき、説明（ 20 分以内）と質疑応答（ 10 分程度）

の 30 分程度を予定  

( ｳ )  説明は、主担当者になる予定の者が中心となって行うこと。  

(ｴ) 開始時間等の詳細は、別途通知する。  

(2) 評価基準（例） 

各提案について、次の評価項目ごとに採点し、合計点の高い者を優

先する。配点については別紙「評価シート」のとおりとする。  

なお、各委員の採点結果（合計点）の平均点が 60 点以上である者を、

受託候補者として特定する。平均点が 60 点に満たない場合は、受託候

補者を特定しないことがある。参加者が 1 者のみの場合も同様とする。  

ア 提案内容の妥当性・実現性  

イ ＲＰＡ製品および運用支援体制の優位性  

ウ 研修・内製化支援の充実度  

エ 障害対応・サポート体制の充実度  

オ 医療機関におけるＲＰＡ導入実績（山口県内医療機関、電子カル

テ「ＭＩ・ＲＡ・Ｉｓ」採用医療機関、100 床以上の医療機関にお

ける複数導入実績等）  

カ 価格の妥当性  

 

12 契約の締結  

受託候補者と具体的な業務内容及び契約条件について協議し、合意の上、

契約を締結する。  

ただし、契約締結に係る協議が不調に終わったときや、本業務を委託す

ることが著しく不適当を認められる事態が生じた際は、契約を締結しない。

この場合において、本業務の受託準備のために要した費用は補償しない。  

なお、上記の場合は、本院は、本プロポーザルの審査結果の上位の者か

ら順に契約締結に係る交渉を行うことがある。  

 

13 失格事項  

参加者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効・失格とする。  

(1) 参加資格要件を満たさなくなった場合  

(2)  参加申込書提出の日から契約締結日までの間において、参加資格要

件を満たさなくなった場合  

(3) 期限内に関係書類が提出されなかった場合  

(4) 提案書等に虚偽の内容が記載されていると認められた場合  



(5)  本院が指定したプレゼンテーションに正当な理由なく参加しなかっ

た場合 

(6)  本プロポーザルの審査に影響を与える工作等、不正な行為があった

と認められる場合  

(7)  各前号に定めるほか、提案に当たり著しく信義に反する行為があっ

た場合 

 

14 その他留意事項 

(1)  参加申込者は、参加申込書の提出をもって、本実施要領等の記載内

容及び条件を承諾したものとみなす。  

(2)  提出書類について、持参以外の方法による場合の不達及び遅配を原

因とする不利益が生じても、本院は、その責任を負わない。配達記録

郵便の利用、電話又は電子メールなどで提出確認を行うなどの対策を

講じること。  

(3) 提案に要する一切の費用は、提案者の負担とする。  

(4) 業務引継ぎに係る費用は、受託業者の負担とする。  

(5) 提出書類は、返却しない。  

(6)  提出期限以降の書類の提出、再提出、記載内容の修正及び変更は、

認めない。 

(7)  提出書類は、本プロポーザルのみに使用し、目的以外には使用しな

い。 

(8)  本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、美祢市情報公

開条例で規定する非公開文書に該当すると認められるもの以外は公開

するものとする。  

 

15 問合せ先及び資料等の提出先  

名  称  美祢市立病院  事務部 管理班  

※   宛名は「美祢市病院事業管理者」、提出先は「事

務部 管理班」）  

所在地  〒759 -2212 美祢市大嶺町東分 11313-1  

連絡先  ＴＥＬ： 0837 -52-1700  

ＦＡＸ：0837-52-1820  

Ｅ－ｍａｉｌ：byouin@city.mine.lg.jp   



「美祢市立病院ＲＰＡ導入運用支援業務」受託事業選定

審査に係る評価表  

 

№ 評価項目  評価項目観点等  配点 

１ 
提 案 内 容 の 妥 当

性・実現性  

   病院の困りごとに合っているか。  

   実際の現場で使っている様子をイ

メ ー ジ で き る 具 体 的 な 提 案 か ど う

か。 

30 

２ 

ＲＰＡ製品および

運用支援体制の優

位性 

   導入するＲＰＡソフトが使いやす

そうかどうか。 

   トラブルや質問があったときに相

談先や対応方法がはっきりしている

か。 

20 

３ 
研修・内製化支援

の充実度  

   職員向けの研修内容が分かりやす

いか。  

   研修の進め方（対象者、回数、方

法等）が具体的か。 

   マニュアルは整っているか。 

   職員が自分たちでロボット（ＲＰ

Ａ）を動かしたり設定を変えたりで

きるようにする支援があるか。  

   シナリオ作成支援の内容（現状整

理、改善提案、安定稼働まで）が具

体的か。  

20 

４ 
障害対応・サポー

ト体制 

   システムの不具合が起きた時の連

絡先や対応方法が決まっているか。  

   どれくらいの時間で復旧を目標と

しているか。  

20 

５ 価格の妥当性  

   提案されている内容や支援体制に

対して、金額が高すぎないか。  

   費用対効果が見込めるか。  

10 

合    計 100 

 


